
事故情報や注意喚起の情報発信について

消費者庁消費者安全課

１ 事故情報の発信

(1) 定期公表 

① 消費者安全法の重大事故等に係る公表

週１回 記者発表、HP 掲載

（参考 平成 28 年 12 月１日公表分の公表後一週間のアクセス数 約 600 件）

② 消費者安全法の非重大事故等に係る公表

週１回 記者発表、HP 掲載

（参考 平成 28 年 12 月１日公表分の公表後一週間のアクセス数 約 300 件）

③ 消費生活用製品の重大製品事故に係る公表

週２回 記者発表、HP 掲載

（参考 平成28年12月２日公表分の公表後一週間のアクセス数 約1,400件）

(2) 事故情報データバンク（随時更新 HP 掲載） 
アクセス数 約 13 万３千件（平成 28 年４～12 月末） 

２ 注意喚起情報の発信

(1) 記者発表 

(2) SNS 

① 消費者庁ツイッター

随時発信、HP 掲載 登録者数 約 18 万件（平成 29 年１月 13 日時点）

② フェイスブック

随時発信、HP 掲載 登録者数 約 600 件（平成 29 年１月 13 日時点）
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(3) 子ども安全メール 
週１回発信 登録者数 約３万件（平成 28 年 12 月末時点） 

 
(4) 地方公共団体への周知依頼等 
 

① 都道府県、政令指定都市の消費者行政部局に注意喚起情報の周知依頼 
 

② 消費生活センターの業務用ポータルサイトへの注意喚起情報の掲載 
 
(5) 事業者団体への周知依頼等 
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１（１）定期公表①消費者安全法の重大事故等に係る公表

原則として毎週木曜日に公表（記者公表、ホームページ掲載）
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１（１）定期公表②消費者安全法の非重大事故等に係る公表

原則として毎週木曜日に公表（記者公表、ホームページ掲載）
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１（１）定期公表③消費生活用製品の重大製品事故に係る公表

原則として毎週火曜日と金曜日に公表

（記者公表、ホームページ掲載）

当該商品のイメージ図等を掲載
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